
議第１２７号 

   呉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の制定について 

 呉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに定める。 

   呉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

   例 

 呉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年呉市条例第３０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３４条の８の２第１項の規定に基づき，放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

第２条 法第３４条の８の２第１項に規定する条例で定める放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準は，放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下「省令」という。省令の改正

の際の経過措置を含む。）に定める基準のとおりとする。 

 （委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長

が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

 （設備の基準に関する経過措置） 

２ 平成２７年４月１日において現に存する放課後児童健全育成事業を行う場所

（同日以後に増築され，又は全面的に改装されたものを除く。）については，当

分の間，省令第９条第２項に定める基準は適用しない。 

 （支援の単位に関する経過措置） 

３ 平成２７年４月１日において現に存する放課後児童健全育成事業を行う場所に

おいて，放課後児童健全育成事業の利用を希望する児童の数その他やむを得ない

特別の理由により，省令第１０条第４項に定める基準を適用することが適当でな

いと認められるときは，当分の間，同項に定める基準によらないことができる。 

 

 

 

（提案理由） 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の

規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


